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安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
発
言
と
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
の
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
の
整
合
性
に
関

す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
十
七
日
の
産
経
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と

い
う
。
）
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ
く
り
上
げ
た
代
物
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

他
方
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
で
は
、
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、

こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
整
合
性
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
代
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
大
辞
林
第
三
版
』
（
三
省
堂
）
に
よ
れ
ば
、
「
物
ま
た
は
人
。
低
く
評
価
し
た
り
、
卑
し

み
や
皮
肉
を
込
め
て
い
う
こ
と
が
多
い
」
と
あ
り
、
代
物
と
い
う
言
葉
に
は
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
は
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ

く
り
上
げ
た
代
物
だ
」
と
の
発
言
は
、
安
倍
総
理
が
現
行
の
日
本
国
憲
法
を
低
く
評
価
し
た
り
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
に
対

し
卑
し
み
や
皮
肉
を
込
め
た
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性

が
高
い
発
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

一



二

安
倍
総
理
の
こ
の
発
言
に
お
い
て
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
を
低
く
評
価
し
て
い
る
可
能
性
が
な
い
と
政
府
が
判
断
す
る
な

ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
は
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ
く
り
上
げ

た
代
物
だ
」
と
の
発
言
は
、
安
倍
総
理
自
身
が
現
行
の
日
本
国
憲
法
を
低
く
評
価
し
て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
か
ね
な
い
も

の
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
九
条
で
規
定
さ
れ
る
、
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他

の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
」
と
い
う
、
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


